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平
成
20
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金
額
は
、
40
年

間
保
険
料
を
納
め
た
場
合
の
満
額
で
七
九
二
，

一
〇
〇
円
で
す
が
、
老
後
に
よ
り
多
く
の
年
金

を
受
け
た
い
と
考
え
て
い
る
方
の
た
め
に
、
付

加
年
金
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料
（
平
成

20
年
度
は
一
四
，
四
一
〇
円
）
に
、
付
加
保
険

料
を
上
乗
せ
し
て
納
付
す
る
と
、
付
加
年
金
が

老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
仕

組
み
で
す
。

　

厚
生
年
金
な
ど
の
被
用
者
年
金
制
度
に
加
入

し
て
い
る
方
は
報
酬
に
よ
っ
て
保
険
料
や
給
付

額
が
増
額
し
ま
す
が
、
自
営
業
や
フ
リ
ー
で
仕

事
を
し
て
い
る
方
な
ど
第
一
号
被
保
険
者
の
場

合
は
、
保
険
料
と
給
付
（
老
齢
基
礎
年
金
）
額

が
定
額
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

将
来
の
生
活
設
計
に
合
わ
せ
て
上
乗
せ
の
年

金
を
考
え
て
い
る
第
１
号
被
保
険
者
の
か
た
の

た
め
に
は
、
付
加
年
金
の
ほ
か
に
も
、
公
的
な

年
金
制
度
で
あ
る
国
民
年
金
基
金
、
個
人
型
確

定
拠
出
年
金
、
農
業
者
が
加
入
で
き
る
農
業
者

年
金
の
制
度
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
付
加
年
金
を
２
年
間
受
給
す
る
と

納
付
し
た
付
加
保
険
料
総
額
と
同
額
に
な
り

２
年
で
元
が
と
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。　

　

な
お
、
付
加
年
金
は
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
権
を
得
た
月
の
翌
月
か
ら
支
給
さ
れ
、
老

齢
基
礎
年
金
と
合
わ
せ
て
受
給
で
き
る
終
身

年
金
で
す
。
老
齢
基
礎
年
金
を
65
歳
よ
り
前

に
繰
り
上
げ
受
給
ま
た
は
、
繰
り
下
げ
受
給

す
る
場
合
に
は
、
付
加
年
金
も
老
齢
年
金
の

減
額
率
・
増
額
率
に
応
じ
て
減
額
・
増
額
さ

れ
ま
す
。
付
加
年
金
は
定
額
の
た
め
、
物
価

ス
ラ
イ
ド
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
手
続
に
つ
い
て
詳
し

く
は
、
市
役
所
年
金
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

q
窓
口
で
申
請
し
た
月
分
か
ら
納
付
で
き
ま

す
。

w
納
付
期
限
は
翌
月
末
で
す
。

e
納
付
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
そ
の
月
分

の
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

付
加
保
険
料
を
納
付
し
ま
せ
ん
か
？

付
加
保
険
料
を
納
付
し
ま
せ
ん
か
？

年
金
だ
よ
り

〜
年
金
受
給
額
が
増
や
せ
ま
す
〜 

年金課 
1973-5498

お
知
ら
せ

　

来
月
（
１
月
）
は
年
金
受
給
者
へ

『
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
』
よ
り

源
泉
徴
収
票
（
は
が
き
）
が
送
付
さ

れ
る
予
定
で
す
。
届
き
ま
し
た
ら
、

内
容
を
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、『
扶
養
親
族
等
申
告
書
』

の
提
出
忘
れ
が
あ
る
方
は
、
お
早
め

に
提
出
く
だ
さ
い
。

社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

『http://w
w

w
.sia.go.jp/

』

　

こ
れ
ら
上
乗
せ
制
度
の
保
険
料
は
、
国
民
年

金
保
険
料
と
同
じ
く
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

付
加
保
険
料
の
額
は
１
ヵ
月
４
０
０
円
で

す
。
付
加
保
険
料
を
納
付
で
き
る
の
は
、
国
民

年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
ま
た
は
任
意
加
入
被

保
険
者
の
方
で
す
。

　

保
険
料
の
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
を
受
け
て

い
る
方
や
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る
方

は
、
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
一
方
、
農
業
者
年
金
の
加
入
者
の
方
は
、

必
ず
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

付
加
年
金
額
は
、
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納

付
月
数
で
計
算
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
付
加
保
険
料
（
４
０
０
円
）
を
10

年
間
納
付
（
四
万
八
千
円
）
し
た
場
合
の
付
加

年
金
額
は
、

付
加
年
金
額

２
０
０
円
×

120
月
（
10
年
）
＝
二
万
四
千
円　

2年で元が取れて、
お得！

（未来のわたしに☆）

　

国
民
年
金
基
金
加
入
に
つ
い
て
は
、
各

都
道
府
県
に
１
カ
所
設
立
さ
れ
て
い
る
地

域
型
国
民
年
金
基
金
か
、
25
の
業
種
別
に

設
立
さ
れ
て
い
る
職
能
型
国
民
年
金
基
金

に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。
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民
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国
民
年
金
基
金
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

『http://w
w

w
.npfa.or.jp/

』

沖
縄
県
国
民
年
金
基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

『http://w
w

w
.okinaw

a-kikin.or.jp/

』

付加
年金


